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放課後児童クラブにおける子どもの遊び及び生活の実際に関する資料 

 

 放課後児童クラブは、保護者が就労等で昼間家庭にいない小学生に「適切な遊び及び生活の場を与えて、そ

の健全な育成を図る事業（児童福祉法第 6 条 3第 2項）」とされていますが、その内容について検討する際に

は、そこでの「子どもの遊び及び生活の実際」に基づいて行うことが必要だと思います。放課後児童クラブ運

営指針は第３章で、放課後児童クラブにおける子どもの遊び及び生活の実際に基づいて、育成支援を行うにあ

たって、子どもが主体的に過ごし一人ひとりと集団全体の生活を豊かにしていくために必要となる育成支援の

具体的な方法や、障害のある子ども等に適切に対応していくために留意すべきこと、保護者との信頼関係の構

築などの内容を記述しています。そこで、「放課後児童クラブ運営指針解説書」の「参考情報（放課後児童ク

ラブにおける運用方法などを考えるにあたって参考となる情報）」や「コラム（実践の具体例や参考情報）」

などを活用して、「①放課後児童クラブの中で行われている子どもの行為や活動」「②一年間を通した子ども

の生活の特徴」「③放課後児童クラブで過ごす子どもの集団の特徴」「④特に配慮を必要とする子どもの育成

支援の例」「⑤子どもと放課後児童支援員の関係」に関する情報の一端を紹介します。なお、④に関しては実

際の事例（放課後児童支援員による実践の記録）を紹介します。 

 

① 放課後児童クラブの中で行われている子どもの行為や活動 

放課後児童クラブの生活の中では、次のような活動が行われます。 

 遊ぶ……放課後児童クラブにおける遊びは、一人で遊ぶ、数人で遊ぶ、大勢で遊ぶなど

遊びの内容や遊びの中での子どもの関係も様々です 

 くつろぐ……疲労の回復や気分転換のための休息、子ども同士の語らいの団らん等 

 生活に必要なことをする……身の回りの整理整頓、衣類の調整、清潔の維持、おやつや

学校休業日の昼食等 

 自主的に学習をする……宿題、自習等の学習活動等 

 集団で生活するために必要なことをする……集団での生活を維持するための係活動・当

番活動、遊び場の清掃等の地域活動 

 静養する……病気になったりケガをしたりした時、気持ちを鎮める必要がある場合等に

一時的に安全で安心できるところで心身を休めるなど 

 年度初めの新たな出会いや年度末の別れの際等の子ども達の生活の節目に行う行事や

季節の行事、表現活動や鑑賞等の文化的な活動等の取組をする 

〔放課後児童クラブ運営指針解説書 58P 第 3 章 1（4）本文より〕 

 

② 一年間を通した子どもの生活の特徴 

子どもの１年間の生活の中では、以下のような変化の節目が想定されます。 

４月  

 新しい 1 年生を迎え、新年度がスタートします。入学、進級と子ども達にとっては出

会いの時期です。 

 入学式以降しばらくは、1 年生だけで過ごす時間もあります。 
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５月 

 新たな仲間関係がつくられ、新年度の生活リズムが整ってくる反面、疲れも出てくる

時期です。 

６月 

 子ども同士の関係が安定してくると同時に、遠慮がなくなり、揉めごとも生じる時期

です。 

 梅雨時の過ごし方等にも工夫が必要になります。 

７月～８月 

 夏休みの生活リズムに移行する時期です。夏休みならではの過ごし方、暑さ対策等の

工夫も必要になります。 

９月 

 長期の夏休みが終わり、生活リズムが大きく変わりますので、生活のリズムを整える

必要があります。 

 夏の疲れが出やすい時期であり、体調管理にも気を配る必要があります。 

10 月～12月 

 放課後児童クラブの生活にも慣れ、遊びや仲間関係が充実します。 

 学校や地域の行事が多く開かれ、子どもは準備に忙しい時期です。また、放課後児童

クラブでも季節行事等を子どもと共に取り組みやすい時期でもあります。 

 日照時間が短くなるにつれて、帰り道への配慮も必要になります。 

12 月～１月 

 年末年始を含む冬休みの期間です。年末年始は、家庭によって子どもの過ごし方が異

なることに配慮が求められます。 

２月～３月 

 退所、進級等の準備の時期であり、新年度に向けての取組も必要になります。 

〔第３章５（1）＜参考情報＞P122～123 より〕 

 

③ 放課後児童クラブで過ごす子どもの集団の特徴 

・ 放課後児童クラブでは、年齢や発達の状態が異なる子どもが一定期間を一緒に生活していま

す。その間のことを一人の子どもから見てみると、「一年生のときは、同じ年と年上の子ども

たちとの生活」「二年生からは、年下と同じ年と年上の子どもたちとの生活」「最年長のとき

は、年下と同じ年の子どもとの生活」と、数年間の生活のなかで、「同胞関係（きょうだいの

関係）」と同じような関係のすべてを経験します。したがって、放課後児童支援員には、「年

齢や発達の状態が異なる子ども」の様子を場面場面だけでみるのではなく、個々の子どもの発

達のプロセスを見通した関わりも含めて理解することが求められます。 

・ なお、年齢や発達の異なる多様な子どもたちが一緒に過ごすことには、実際の場面では、「子

ども同士の間で学びや気づき、助け合いの機会が生じる」と同時に、「制約されている（がま

んさせられている）と感じられる場面も生じる」など、さまざまな側面があり、それらを含め

て子どもの遊びや生活が営まれていることに着目する必要があります。 
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④ 特に配慮を必要とする子どもの育成支援の例 

特に配慮を必要とする子どもの育成支援にはその子どもと保護者と放課後児童支援員との関係

だけではなく、子ども達同士や学校との協力などを含めた継続的な努力が求められます。このこ

とについて運営指針は、第 1 章総則、第 3 章 1（３）、２，３、第４章４などで記述しています。

ここでは、別紙で実際の事例を紹介します。 

 

⑤ 子どもと放課後児童支援員の関係 

 子どもと放課後児童支援員の関係には、次のような特徴があります。 

 ・ 放課後児童クラブでの子どもの生活は、子どもから見れば「家庭→学校→放課後児童クラブ

→家庭」というサイクルに組み込まれたものです。特に生活の面から見ると、家庭での生活と

直接連動しています。そのため、放課後児童クラブでの生活の様子を日常的に保護者に伝える

必要が生じます。 

 ・ 放課後児童支援員は、子どもたちの生活の中に一緒にいて、その中で子どもに働きかけたり

働きかけられたりします。したがって、放課後児童支援員には、「子どもの日常生活の中に組

み込まれている存在」として子どもとかかわることが求められます。このことに関わる例とし

て、放課後児童クラブ運営指針解説書に記された「放課後児童支援員の子どもの遊びへのかか

わり」を紹介します。 

子どもが遊びの中で関わる仲間や遊びの内容は多様です。遊びの中で、子どもは、他者

と自身の共通性や違いに気付くとともに、自身の欲求と他者の欲求を同時に成立させるす

べを見出し、集団での遊びを継続できるようになります。そのような過程を経る中で、お

互いの遊びや遊び仲間を認め合い、仲間関係をつくり、広げていきます。 

放課後児童支援員等は、子どもが仲間関係を作り出せるようにかかわりを工夫し、自発

的に遊びを展開できるように援助することが求められます。 

また、子どもが遊びに集中したり、ゆっくりくつろいだりできる場所や、思いきり動い

たり、時には隠れたりする場所等、活動場所に多様さがあることによって、子どもの自発

的な遊びの幅はより広がっていきます。年齢や発達の状況、その時々の心身の状態にも応

じて、子ども自身が遊びを自由に選択できるような環境を整えることも望まれます。 

 

＜コラム＞         遊びの場面での関わりの工夫 

 子どもの遊びを豊かにするための工夫に、放課後児童支援員等が遊びにできるだけ

多様な関わり方をできるようにすることがあります。そのためには、遊びへの関わり

方を実際の場面から次のように分けて考えてみることが役立ちます。 

 遊び相手になる 

 遊び相手になる子どもの人数や遊びの内容等によって、対応は様々に変化しま

す。 

 遊び仲間の一員になる 

 一緒に、ごっこ遊びをする、おにごっこをするなど。子どもと同じように役割を

分担したり、一緒に遊んだりします。なお、このことは、「一緒に遊びながら遊
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びをリードする」こととは区別することが必要です。 

 一緒に遊びながら遊びをリードする 

 子どもがその遊びのルールやコツを身に付けていない時に、遊びの中に入って、

遊びの楽しさを損なわないようにリードします。 

 遊びを工夫する方法を示す 

 同じ遊びに飽きたり、遊びの人数が変わったりする時等に、アイディアを出した

り、一緒に考えたりします。 

 子どもの知らない遊びを紹介する。遊びに必要な技術や知識を教える 

 様々な遊びを調べるなどして、新しい遊びを子どもに紹介します。伝承遊びの中

で、技術や知識が必要なものを伝えます。 

 遊びのそばにいて、楽しく安全に遊べるようにする 

 子どもに頼まれて審判をする、同じ場所で異なる遊びが進行している時に遊びが

ぶつかり合わないようにするなどがあります。 

 上記の関わりと併せて、「その遊びの安全が確かめられる場合には、大人がその場

を離れることによって、信頼していることを伝えて、子ども達だけで遊べるように

する」「子どもが遊ぶきっかけになったり、遊び始めたりするような環境を準備し

ておく」等の配慮もあります。 

 遊びの場面では、大人の関わり方が遊びの中での子どもの心理に大きな影響を与える

ということも考慮しましょう。その際、子どもは大人が自分達の遊びのそばにいること

を気にして不安に感じることもあるということに気を配り、「なぜそこにいるのか」を

子どもにわかるように簡潔に伝え、子どもが安心して遊びに没頭できるようにすること

が大切です。 

〔第３章１（４）⑤本文及びコラム P68～69 より〕 

 

 

 

〇 放課後児童クラブ運営指針第３章２の記述「放課後児童クラブは、年齢や発達の状 

況が異なる多様な子ども達が一緒に過ごす場である。放課後児童支援員等には、それぞれの子ど 

もの発達の特徴や子ども同士の関係を捉えながら適切に関わることで、子どもが安心して過ごせ 

るようにし、一人ひとりと集団全体の生活を豊かにすることが求められる」ということは、ここ

まで紹介した①～⑤を前提にして理解する必要があると考えます。 

（文責 野中賢治） 
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